
























（案） 
平 成 ３０ 年 

春の小金井市交通安全運動 
 

４月６日（金）～１５日（日） 
 

 

推進要領 

 

 

 
～世界一の交通安全都市 

ＴＯＫＹＯを目指して～ 

 

やさしさが 走るこの街 この道路 

 

 

 

 

 

 

 交通ルールを正しく守りましょう！ 

 交通マナーを実践しましょう！ 
 

 

 

 

 

 

４月１０日（火）は 交通事故死 

                ゼ  ロ  を目指す日です。 
 

 

 

 

 

 

小 金 井 市 

小金井市交通安全推進協議会 

資料１ 
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第１ 目  的  

交通安全運動をきっかけに、市民一人ひとりが交通安全に関心を持ち、

交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践するほか、地域における道路

交通環境の改善に向けた取組に参加するなど、みんなの力で悲惨な交通事

故を防止していくことを目的としています。 

 

第２ スローガン 

～世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して～ 

やさしさが 走るこの街 この道路 

 

第３ 期  間  

１ 平成３０年４月６日(金)から１５日(日)までの１０日間 

２ 交通事故死ゼロを目指す日 ４月１０日(火) 

 

第４ 主催機関 

 小金井市 

 小金井市交通安全推進協議会 

 警視庁小金井警察署 

 小金井警察署管内交通安全協会 

 関係機関及び団体 

 

第５ 運動の重点 

１ 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

２ 自転車の安全利用の推進（自転車安全利用五則の周知徹底） 

３ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの 

正しい着用の徹底 

４ 飲酒運転の根絶 

５ 二輪車の交通事故防止 

 ６ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止 

（特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底） 
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１ 運動の重点に対する推進要領 

 

⑴  子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防 

 止 

 

【子ども】昨年、都内では小学生以下の子どもの交通死亡事故が６件発生し

ています。 

家庭・地域 

では 

○交通ルールを守ることの大切さについて話し合い、交通安全意

識を高めましょう。 

○親や周囲の大人が交通ルールを守り、親がお手本となりましょ

う。 

運転者は 

○子どもの事故は夕方、道路横断中、自転車乗車中に多く発生し

ています。これらを踏まえて思いやりのある運転をしましょう。 

○特に住宅街や裏通りの交差点では、子どもの飛び出しに注意し

ましょう。 

職場・学校 

等では 

○職場では通学路等、子どもが多く通る場所を確認し、注意して

通行しましょう。 

○学校では、日頃から交通安全について指導しましょう。 

 

【高齢者】昨年、都内では高齢者(６５歳以上)の交通事故死者数は、６３人

で全死者数（１６４人）の約３８％を占めており、年齢層別では

最多となっています。 

家庭・地域 

では 

○信号を守る、横断歩道を必ず渡るなどの交通ルールを守りまし

ょう。 

○「反射材」の有効性について話し合い、外出時には反射材を身

に付けるよう声を掛いましょう。 

○高齢者の運転について家族で話し合いましょう。 

運転者は 

○高齢者を見かけたら、徐行するなど「思いやりのある運転」を

心掛けましょう。 

○運転に自信がなくなったり、家族から運転が心配と言われたら

運転免許証の自主返納を考えましょう。 

○７０歳以上の運転者は高齢者マークを使用しましょう。 

職場・学校 

等では 

○広報誌（紙）などあらゆる媒体を活用して、高齢者を交通事故

から守るための広報啓発活動を進めましょう。 
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⑵  自転車の安全利用の推進 

（自転車安全利用五則の周知徹底） 

 

昨年、都内の自転車乗車中の交通死亡事故２８件のうち、２２件が信 

号無視、一時不停止などのルール違反によるものです。 

 

家庭・地域 

では 

○自転車安全利用五則を実践して、交通ルールを遵守しましょう。 

○子どもを自転車に乗車させる時は、乗車用ヘルメットを着用させ

ましょう。 

 

自転車安全利用五則 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

・夜間はライトを点灯 

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもはヘルメットを着用 
 

運転者は 

○自転車も車両です。信号や一時停止の標識を守りましょう。 

○ブレーキを備えない自転車は道路を走行することができません。

自転車販売店等で定期的に点検整備を受けましょう。 

○夕暮れ時には、早めにライトを点け、自転車が近づいて来ている

ことを、他の車両や歩行者などに知らせましょう。 

○二人乗り、傘差し、スマートフォン使用、イヤホン使用等の危険

な運転は止めましょう。 

○損害賠償責任保険等へ加入しましょう。 

職場・学校 

等では 

○自転車通勤する従業員がいる場合は、従業員が自転車を安全に利

用できるような周知をするよう努めましょう。 

○業務に自転車を使用する事業者は、従業員への研修、点検整備、

保険加入をしましょう。 

〇交通安全教室（スケアード・ストレイト）での事故再現を忘れず、

交通事故防止に努めましょう。 
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⑶   後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルド

シートの正しい着用の徹底 

 

シートベルトを着用していなかったことから、車外に投げ出されてし 

まった交通死亡事故が発生しており、シートベルトを着用していない場

合の致死率は、着用している場合と比べて約１４倍となっています。 

家庭・地域 

では 

○シートベルトとチャイルドシートの重要性を理解し、車に乗った

ら必ず正しく着用するようにしましょう。 

運転者は 

○自分自身だけではなく、同乗者の大切な命を守るものです。前席

も後席もシートベルトとチャイルドシートを着用させましょう。 

○全ての同乗者が正しく使用していることを確認してから運転し

ましょう。 

○６歳未満の子どもはチャイルドシートの着用が義務づけられて

います。 

職場・学校 

等では 

○事業所等の管理者は、日常点検等を通じて従業員に対し、全ての

座席についてシートベルトの着用を指導し、確認をしましょう。 

⑷   飲酒運転等の根絶 

 

昨年、都内の飲酒運転による交通事故は１７４件発生しており、未だ 

根絶には至っていません。 

家庭・地域 

では 

○アルコールの運転への影響や飲酒運転の罪の重さを再確認し、飲

酒運転は絶対にやめましょう。 

○車を運転することを知りながら酒を勧めたり、飲酒している人に

車を貸したり、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。 

運転者は 
○前日のアルコールが残っている場合があります。運転する前日は

深酒を控えましょう。 

○「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を厳守しましょう。 

職場・学校 

等では 

○運行前には、運転者の体調を確認し、飲酒運転させないよう管理

を徹底しましょう。 

○警察署と連携した講習会の開催など、飲酒運転が悪質な犯罪であ

ることを指導しましょう。 

○自動車運送事業者は点呼時におけるアルコール検知器の使用等、

飲酒運転の根絶に向けた取組を実施しましょう。 

※ 危険ドラッグが原因の重大な交通事故が発生しています。 

危険ドラッグ等の薬物使用は絶対にやめましょう。 

  また、市販の薬による副作用等にも注意しましょう。 
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⑸   二輪車の交通事故防止 

 

昨年、都内の二輪車の交通事故死者数は４１人と、全事故死者数に占

める割合は２５％と全国平均の約１７％（平成２９年中）に比べると高

く、都内における交通事故の特徴となっています。 

家庭・地域 

では 

○二輪車で無謀運転、危険・迷惑行為をしないよう呼びかけましょ

う。 

○二輪車事故の占める割合が高いことなどについて注意喚起しま

しょう。 

○交通事故の責任や命の大切さについて話し合いましょう。 

運転者は 

○カーブの手前では十分に速度を落とすなど、自己の運転技量を過

信することなく、事故防止に努めましょう。 

○ヘルメットを正しく被り、プロテクターで体を守りましょう。 

○車の運転手も二輪車の特性を理解して運転しましょう。 

職場・学校 

等では 

○警察署と連携した、二輪車教室を開催するなど、二輪車の特性を

踏まえた安全運転を指導しましょう。 

 

⑹   夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止（特

に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹

底） 

 

歩行者の信号無視、横断禁止場所横断などによる交通死亡事故が発

生しています。 

自転車の信号無視、一時不停止などによる交通死亡事故が発生して

います。 

家庭・地域 

では 

○信号を守る、横断歩道を必ず渡るなど、交通ルールを守りましょ

う。 

○外出時には、明るく目立つ服を心掛け、「反射材」を身に付けて、

車の運転者に「自分の存在をアピール」しましょう。 

運転者は 

○夕暮れでも、必ずライトを点灯しましょう。 

○ヘルメットを着用し、周りの安全をしっかり確認して運転しまし

ょう。 

○「自転車の禁止行為」は絶対にやめましょう。 
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職場・学校 

等では 

○警察署や自治体と連携して、自転車実技教室などを開催し、交通

安全意識を高めましょう。 

○学校・職場では、東京都自転車安全利用指針やこのリーフレット

を活用して、交通ルールを教えましょう。 

 

２ 主催機関の推進事項 

主 催 機 関 推    進    事    項 

小金井市 

○計画策定と実施に伴う会議の開催及び関係機関・団体

との連絡調整 

○各種広報誌(紙)、ホームページ、広報車、各マスメデ

ィア等あらゆる広報媒体を活用した積極的な広報活

動の展開による地域実態に応じた交通安全普及啓発

活動の推進 

 ○市役所庁舎前及び主要交差点、駅前等に「全国交通安

全運動実施中」のノボリを設置し、ＰＲの実施 

警視庁 

（小金井警察署) 

○関係機関・団体への交通事故情報の提供 

 ○各種広報誌(紙)、広報車等での広報活動 

 ○参加・体験・実践型の安全教育の推進 

 ○運動の重点に指向した交通指導取締りの強化 

道路管理者 

○道路情報板等による運動の周知徹底 

 ○交通事故多発路線等における安全対策の推進 

 ○道路パトロ－ルを通じた道路環境等の点検・整備 

 ○自主的な交通安全活動の推進と各種行事への積極的

な参加 

関係機関・団体 

○職員及び関係機関・団体への運動の周知徹底と広報誌

（紙）等の活用による広報・啓発の推進 

○自主的な交通安全活動の推進と各種行事への積極的

な参加 

小金井警察署管内交

通安全協会 

○広報誌(紙)等の活用による広報・啓発の推進 

 ○各種行事の開催による運動の趣旨等の徹底 

 ○会員・関係団体との連携による街頭指導活動の推進 

小金井市教育委員会 

○各学校への運動の周知徹底と安全教育の推進 

○各教育機関、ＰＴＡ等への協力要請と緊密な連携によ

る交通安全教育の推進及び街頭指導活動の強化 

 ○各種広報誌(紙)等での保護者への広報活動 

 ○自転車の安全利用に関する普及啓発活動 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



資料２ 

平成３０年春の交通安全運動市内広報文（案） 

 

こちらは小金井市役所、小金井市交通安全推進協議会です。 

４月６日から１５日までの１０日間、春の全国交通安全運動が行われていま

す。 

 

交通事故の多くは、交通ルール、マナーを守らなかったために起きています。

交通ルールを守り、交通安全の輪を街いっぱいに広げて、交通事故をなくし

ましょう。 

 

「～世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して～」 （スローガン） 

 

市民の皆さん 

飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶ちません。少しでもお酒を飲んだら

絶対に運転をしないでください。また飲酒運転をしようとしている人がいた

ら、どうか周りの人が注意をしてやめさせてください。 

「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」 

 

二輪ライダーの皆さん 

二輪車による交通事故が増えています。スピードの出しすぎや、無理な追い

越しは大変危険です。また、交差点やカーブの手前では十分にスピードを落

とすなど、安全な走行に心掛けましょう。 

 

ドライバーの皆さん 

子どもと高齢者の歩行中の事故が増えています。子供や高齢者の動きに注意

し、徐行や十分な間隔を保持し、思いやりのある運転をしましょう。また余

裕を持った運転ができるよう体調に気をつけ、時間に余裕を持って出かけま

しょう。 

 

こちらは小金井市役所、小金井市交通安全推進協議会です。 

ただいま、春の全国交通安全運動が行われています。 

 

よい子の皆さん 

車は急に止まれません。道路に飛び出すのは大変危険です。道路を渡るとき

は、必ず止まって左右を良く見て、車が止まるのを確認してから渡りましょ

う。 



資料２ 

自転車でご通行中の皆さん 

自転車の交通事故が増えています。 

二人乗り、傘差し、スマートフォン使用等の危険な運転はやめましょう。 

 

 

交差点を渡るときは、歩行者や車に注意して渡るようにしましょう。 

自転車に乗る時は、ヘルメットの着用をお願いします。 

 

 

自転車は車道が原則、歩道は例外、車道を走る時は左側を通行しましょう。 

信号無視、スピードの出し過ぎなどは交通違反です。 

歩道は歩行者が優先です。ベルを鳴らす前に、降りてください。 

交通事故を起こしてからでは、遅すぎます。 

 

こちらは小金井市役所、小金井市交通安全推進協議会です。 

ただいま、春の全国交通安全運動が行われています。 

 

高齢者の皆さん 

お年寄りの交通事故が増えています。事故にあってしまったお年寄りの多く

が、長い経験から‘自分は交通事故に遭わない’と思い込んでいます。初心

に帰って、左右を良く確認し、上着や鞄に反射材を取り付けるなど、交通事

故に遭わない工夫をしましょう。 

 

ドライバーの皆さん 

シートベルトを締めていますか。シートベルトを締めていれば怪我も防げた、

という交通事故が後を絶ちません。助手席はもちろん、後部座席もシートベ

ルトを締めてください。シートベルトは、「あなたや家族を守る命綱」です。

車に乗ったら先ずシートベルト、そして、小さなお子様には、必ず体格にあ

ったチャイルドシートを正しい方法で着用しましょう。 

 

自転車でご通行中の皆さん 

二人乗り、傘差し、スマートフォン使用等の危険な運転はやめましょう。 

また、夜間は必ずライトを点けましょう。 

交通ルールとマナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いします。 

 

ただ今、春の全国交通安全運動が行われています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           







資料４

年 (件) (人) (人) 死者数(人)
負傷者数

(人)

H25年 42,041 168 48,855 1.26 367.5

H26年 37,184 172 43,212 1.28 322.7

H27年 34,274 161 39,931 1.19 295.6

H28年 32,412 159 37,828 1.17 277.2

H29年 32,763 164 37,994 1.19 276.2

　　区分 件数 死亡 負傷者 合計

年 (件) (人) (人) (人)

H25年 263 0 299 300

H26年 225 1 254 255

H27年 218 2 242 244

H28年 191 1 228 229

H29年 204 0 224 224

死傷者 死傷者 死傷者 死傷者

(人) (人) (人) (人)

H25年 33 11 20 6.7 40 13.3 97 32.3

H26年 31 12.2 14 5.5 26 10.2 81 31.8

H27年 31 12.7 16 6.6 34 13.9 77 31.6

H28年 30 13.1 17 7.4 28 12.2 86 37.6

H29年 42 18.8 14 6.3 34 15.2 86 38.4

% % % %

資料：警視庁交通年鑑、小金井警察署ＨＰ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小金井市交通安全計画内における交通事故等資料一覧　　　　　　　                                                        
表５　東京都内の交通事故発生件数等　　　　　　　　

資料：警視庁ＨＰ

65歳以上 15歳以下 二輪車

資料：警視庁ＨＰ

表７ 小金井市内の高齢者（65歳以上）、子ども（15歳以下）、二輪車、自転車の死傷者数と全死傷者数に
対する割合

　区分 件数 死亡 負傷
人口10万人当たりの死
傷者数

表６　小金井市内の交通事故発生件数等

自転車



　(単位：人)

20歳 30歳 40歳 50歳 60～64歳 65歳

幼児 小学生 中学生 代 代 代 代 代 以上

死者 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

負傷者 4 11 1 9 5 39 38 50 42 12 31 242

合計 4 11 1 9 5 40 38 50 43 12 31 244

20歳 30歳 40歳 50歳 60～64歳 65歳

幼児 小学生 中学生 代 代 代 代 代 以上

死者 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

負傷者 4 9 4 45 32 51 31 10 30 228

合計 4 9 4 45 32 51 31 11 30 229

20歳 30歳 40歳 50歳 60～64歳 65歳

幼児 小学生 中学生 代 代 代 代 代 以上

死者 0 0 0 0 0 0 0

負傷者 34 30 44 36 12 42 224

合計 34 30 44 36 12 42 224

地域 H17年 H22年 H27年 H28年 H29年

東　町 40 29 18 18 19

梶野町 28 13 13 10 12

関野町 17 12 2 4 3

緑　町 55 25 15 11 9

中　町 48 23 12 14 16

前原町 89 71 46 39 43

本　町 100 69 45 41 30

桜　町 28 16 16 9 15

貫井北町 70 43 21 19 26

貫井南町 86 49 30 26 31

合　計 561 350 218 191 204

（単位：件）

自転車関与

事故件数

平成25年 263 104 39.5

平成26年 225 85 37.8

平成27年 218 84 38.5

平成28年 191 81 42.4

平成29年 204 90 44.1
資料：警視庁ＨＰ

0

表８ 小金井市内の交通事故年齢別死傷者数

0

表10　小金井市内の地域別交通事故発生件数　　

合計

合計20歳未満

0

12

12

平成27年
子ども

高校生 20歳未満

平成28年
子ども

合計

資料：警視庁交通年鑑、小金井警察署ＨＰ　※H２９年子どもの死傷者数の内訳は不明。子どもの死傷者総数は１４人。

14 12

子ども
20歳未満平成29年

表11　小金井市内の自転車関与事故件数

資料：小金井警察署ＨＰ

発生件数
自転車関与
率（％）

1214



  (単位：人)

中学卒 25歳 40歳 65歳 75歳

幼児 小学生 中学生 ～24歳 ～39歳 ～64歳 ～74歳 以上

死者 0 0 0 0 0 0 0 0 0

負傷者 1 7 0 23 15 21 5 5 77

中学卒 25歳 40歳 65歳 75歳

幼児 小学生 中学生 ～24歳 ～39歳 ～64歳 ～74歳 以上

死者 0 0 0 0 0 1 0 0 1

負傷者 3 6 4 13 14 28 9 8 85

中学卒 25歳 40歳 65歳 75歳

幼児 小学生 中学生 ～24歳 ～39歳 ～64歳 ～74歳 以上

死者 0 0 0 0 0 0 0 0 0

負傷者 - - - - - - - - 86

　(単位：人)

状況 自転車

年 運転中 死亡 負傷者 合計

H25年 7 8 5 0 20 20

H26年 6 4 4 0 14 14

H27年 6 8 2 0 16 16

H28年 2 9 6 0 17 17

H29年 - - - 0 14 14

　(単位：人)

状況 自転車

年 運転中 死亡 負傷者 合計

H25年 13 11 9 0 33 33

H26年 12 7 12 1 30 31

H27年 7 10 14 0 31 31

H28年 8 17 5 0 30 30

H29年 - - - 0 42 42

資料：警視庁交通年鑑
※平成２９年内自転車乗車中年齢別死傷者数は不明。自転車乗車中の死傷者総数は８６人。

歩行中 その他
内訳

表15　市内高齢者（６５歳以上）交通事故状況別死傷者数

歩行中 その他
内　　訳

表13　小金井市内の子ども（中学生以下）の交通事故状況別死傷者数

子ども

平成29年
子ども

合計

合計

合計

表12　小金井市内の自転車乗車中交通事故年齢別死傷者数

資料：警視庁交通年鑑
※Ｈ２９年内高齢者交通事故状況別死傷者数は不明。高齢者死傷者総数は４２人。

資料：警視庁交通年鑑
※Ｈ２９年内子どもの交通事故状況別死傷者数は不明。子どもの死傷者総数は１４人。

平成27年
子ども

平成28年





 

高齢者交通指導員 

キャラクター

「面倒だから・・・」、「今まで大丈夫だったから・・・」 

「車が来ていないから・・・」といって 

横断禁止場所横断や信号無視をしていませんか？

◎道路を渡るときは、遠回りでも必ず横断歩道や歩道橋を

渡りましょう。

◎交通ルールを守り、しっかりと安全確認をしましょう。

横断禁止の標識が 

ありますが・・・。 

 
いつも通っているし、

横断歩道は遠くて 

面倒だから 

渡ってしまおう。 

信号は、赤信号に 

なっていますが・・・。 

 
車は来てないし、

急いでいるから 

渡ってしまえ～ 
























